
































































B.妊産婦死亡例の調査について

1.調査の概要

 死亡診断書から妊産婦の死亡施設を特定し、まず書面にて当該症例に関与した全医療施

設名、及び、その症例に関する係争事項の有無について問い合わせを行なった(第一次調

査)。平成 8年 2月 23 日現在、調査は継続中でありその進行状況は以下の通りである。

調査進行状況(平成 8年 3月 15 日現在)

第一次調査終了症例数(230 例中)2l8 例  94.8%

第二次調査対象症例数 193 例

第二次調査断念例数25 例

 裁判中にてカルテなく担当者も転任で調査不能                           1 例

 カルテ紛失、担当者も転任し調査不能  1 例

 震災にてカルテ焼失                   1 例

 通院等なく自宅等で死亡後、死体検案  22 例

第一次調査依頼中症例数       10 例    4.3%

第一次調査断念例数    2 例    0.9%

 病院が閉鎖され転地先等不明  2 例

 第一次調査により判明した、妊産婦死亡例の診療に関わった全ての医療施設に対し、第

二次調査を施行した。分担研究者が直接に各施設の院長に電話で依頼をし、調査の許可を

得た段階で調査表(咋年度報告書参照:全 8部約 60 ぺージ)を送付した。調査表の記載にあ

たっては電話で随時打ち合わせを行ない、最終的に調査表の回収を兼ねて面接調査を行な

った。また、許可を得られた場合は分担研究者以外が症例の担当委員として調査に赴いた

が、その際は、各施設毎に調査担当委員を研究班員の中から指名し、個別に許可を得てか

らのち調査活動を開始した。2 月 23 日現在、約 100 例について第二次調査を終了してい

る。


